
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

適
用
対
象
の
消
滅
等
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

適
用
対
象
の
消
滅
等
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
徳
島
県
水
源
林
野
県
行
造
林
看
守
人
に
関
す
る
規
程
等
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

徳
島
県
水
源
林
野
県
行
造
林
看
守
人
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
号
）

二

徳
島
県
県
営
林
極
印
使
用
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
号
）

三

昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号
（
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
看
護
の
た
め
の
看
護

料
支
給
基
準
を
定
め
る
件
）

四

徳
島
県
果
樹
穂
木
配
布
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）

五

平
成
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
（
肥
料
取
締
法
施
行
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
表
示
を

要
す
る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
を
定
め
る
件
）

（
昭
和
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号
の
一
部
改
正
）

第
二
条

昭
和
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号
（
漁
業
の
地
方
名
称
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
）
第
九
条
」
を
「
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
」
に
改
め
る
。

一
中
「
第
二
条
」
を
「
省
令
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
な
し
。
」
を
「
な
し
」
に
改
め
る
。

二
中
「
第
三
条
」
を
「
省
令
第
三
条
」
に
改
め
る
。

三
中
「
第
四
条
」
を
「
省
令
第
四
条
」
に
、
「
な
し
。
」
を
「
な
し
」
に
改
め
る
。

四
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
省
令
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
但
し
、
」
を
削
る
。

五
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
省
令
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
三
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
の
一
部
改
正
）

第
三
条

昭
和
三
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号
（
徳
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
事
務
所
の
設

置
お
よ
び
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号
の
廃
止
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
徳
島
県
徳
島
市
」
を
「
徳
島
市
」
に
改
め
る

。（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号
の
一
部
改
正
）

第
四
条

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号
（
公
害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
水
質
汚
濁
に

係
る
環
境
基
準
の
類
型
の
あ
て
は
め
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係

る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

二
中
「
徳
島
県
阿
南
市
」
を
「
阿
南
市
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
八
号
の
一
部
改
正
）

第
五
条

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
八
号
（
公
害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
水
質
汚
濁
に
係
る

環
境
基
準
の
水
域
類
型
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係



る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

表
中
「
徳
島
県
小
松
島
市
」
を
「
小
松
島
市
」
に
、
「
海
上
自
衛
隊
小
松
島
航
空
隊
」
を
「
海
上
自

衛
隊
小
松
島
航
空
基
地
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
、
「
除
く
。
。
」
を
「
除
く
。
」
に
改

め
る
。

（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号
の
一
部
改
正
）

第
六
条

昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号
（
公
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
水
質
汚
濁
に
係

る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係

る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

表
中
「
岡
川
樋
門
」
を
「
岡
川
樋
門
」
に
、
「
潮
止
め
堰
」
を
「
潮
止
め
堰
」
に
改
め
る
。

ひ

せ
き

ぜ
き

（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号
の
一
部
改
正
）

第
七
条

昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
の

指
定
を
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係

る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

表
中
「
潮
止
め
樋
門
」
を
「
潮
止
め
樋
門
」
に
、
「
徳
島
県
阿
南
市
」
を
「
阿
南
市
」
に
、
「
よ
つ

ひ

て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
五
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号
及
び
昭
和
六
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
の

一
部
改
正
）

第
八
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一
項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。

一

昭
和
五
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を
指
定

す
る
件
）

二

昭
和
六
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を
指

定
す
る
件
）

（
昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号
の
一
部
改
正
）

第
九
条

昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
二
十
五
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を

指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
環
境
基
準
に
係

る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

二
中
「
徳
島
県
鳴
門
市
」
を
「
鳴
門
市
」
に
、
「
三
原
郡
南
淡
町
」
を
「
南
あ
わ
じ
市
」
に
改
め
る

。（
昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
の
一
部
改
正
）

第
十
条

昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
（
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を



指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
公
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
及
び
環
境
基
準
に
係

る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
第
一

項
」
を
「
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

表
中
「
徳
島
県
鳴
門
市
」
を
「
鳴
門
市
」
に
、
「
三
原
郡
南
淡
町
」
を
「
南
あ
わ
じ
市
」
に
、
「
徳

島
県
阿
南
市
」
を
「
阿
南
市
」
に
、
「
紀
伊
日
の
御
岬
燈
台
」
を
「
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
」
に
、
「
よ

つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
、
「
徳
島
県
徳
島
市
沖
洲
町
高
州
」
を
「
徳
島
市
北
沖
洲
四
丁
目
」
に
、
「

徳
島
県
徳
島
市
津
田
海
岸
町
」
を
「
同
市
津
田
海
岸
町
」
に
、
「
徳
島
県
徳
島
市
大
原
町
」
を
「
同
市

大
原
町
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号
（
動
物
の
飼
養
又
は
収
容
の
許
可
を
要
す
る

区
域
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
へ
い
獣
処
理
場
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

表
徳
島
市
の
項
中
「
南
末
広
」
を
「
南
末
広
町
」
に
改
め
、
同
表
鳴
門
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

鳴
門
町
の
う
ち
高
島

撫
養
町
の
う
ち
木
津
、
南
浜
、
四
軒
屋
、
林
崎
、
岡
崎
、
斉
田
、
大
桑
島
、
小
桑

島
及
び
黒
崎

鳴
門
市

里
浦
町
の
う
ち
里
浦

瀬
戸
町
の
う
ち
明
神
及
び
堂
浦

大
麻
町
板
東
の
う
ち
字
山
田
東
、
字
山
田
中
、
字
山
田
西
、
字
霊
南
、
字
霊
北
及

び
字
大
西

表
小
松
島
市
の
項
中
「
網
淵
」
を
「
字
網
淵
」
に
、
「
字
井
和
ノ
口
、
字
房
ケ
浜
」
を
「
字
井
利
ノ

口
、
字
房
浜
」
に
、
「
字
豊
の
本
」
を
「
字
豊
ノ
本
」
に
、
「
字
勢
谷
」
を
「
字
勢
合
」
に
改
め
、
同

表
阿
南
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

富
岡
町
の
う
ち
西
新
町
、
東
新
町
、
内
町
、
東
仲
町
、
第
住
町
、
佃
町
、
西
仲
町

、
そ
う
ず
谷
、
あ
王
谷
、
西
池
田
、
滝
の
下
、
南
向
、
あ
石
、
今
福
寺
、
北
通
、

ト
ノ
町
、
玉
塚
、
木
松
、
西
石
塚
、
小
山
、
小
山
本
、
庄
境
、
車
ノ
口
及
び
中
川

原橘
町
の
う
ち
幸
野
、
東
中
浜
、
西
浜
、
西
浦
、
久
保
、
汐
谷
、
汐
谷
山
、
西
浦
山

阿
南
市

、
荒
神
ノ
上
、
江
ノ
浦
及
び
大
浦

羽
ノ
浦
町
中
庄
の
う
ち
原
ノ
内
、
市
、
原
婦
知
、
ハ
タ
イ
、
上
ナ
カ
レ
、
な
か
れ

、
京
満
、
神
木
、
や
た
け
、
蔵
ノ
ホ
ケ
及
び
梶
島

羽
ノ
浦
町
宮
倉
の
う
ち
羽
ノ
浦
居
内
及
び
原
ノ
内

羽
ノ
浦
町
古
庄
の
う
ち
中
川
原
、
大
坪
原
、
古
野
神
及
び
大
道
ノ
西

羽
ノ
浦
町
岩
脇
の
う
ち
町
筋
、
姥
ケ
原
及
び
西
園



表
三
好
市
の
項
中
「
ウ
エ
ノ
」
を
「
ウ
ヱ
ノ
」
に
改
め
、
同
表
中
羽
ノ
浦
町
の
項
か
ら
日
和
佐
町
の

項
ま
で
を
削
り
、
牟
岐
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

西
の
地
の
う
ち
字
東
地
及
び
字
西
地

東
由
岐
の
う
ち
字
本
村

美
波
町

西
由
岐

木
岐
の
う
ち
字
東
町
及
び
字
西
町

日
和
佐
浦

奥
河
内
の
う
ち
字
本
村

表
海
部
町
の
項
の
項
名
を
「
海
陽
町
」
に
改
め
、
同
表
北
島
町
の
項
中
「
大
字
中
村
」
を
「
中
村
」

に
、
「
大
字
高
房
」
を
「
高
房
」
に
改
め
、
同
表
板
野
町
の
項
中
「
大
字
大
寺
の
う
ち
字
王
寺
」
を
「

大
寺
の
う
ち
字
王
子
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号
及
び
平
成
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号
の
一
部
改

正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
第
十
四
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
の
八
第
一
項
」
に

改
め
る
。

一

平
成
三
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号
（
水
質
汚
濁
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
排
水
対
策

重
点
地
域
を
指
定
し
た
件
）

二

平
成
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号
（
水
質
汚
濁
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
排
水
対
策

重
点
地
域
を
指
定
し
た
件
）

（
平
成
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

平
成
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
水
質
基
準
の
水
域
類
型
を
指

定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
及
び
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第

三
百
七
十
一
号
）
第
一
項
」
を
削
る
。

表
中
「
水
域
の
類
型
」
を
「
水
域
類
型
」
に
改
め
る
。

（
平
成
七
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

平
成
七
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号
（
水
質
汚
濁
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
生
活
排
水

対
策
重
点
地
域
を
指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
四
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
同
条
四
項
」
を
「
同
条
第
四
項

」
に
改
め
る
。

（
平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号
（
水
質
の
汚
濁
に
係
る
水
質
基
準
の
水
域
類
型
を

指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
及
び
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第

三
百
七
十
一
号
）
第
一
項
」
を
削
る
。

表
中
「
三
原
郡
南
淡
町
」
を
「
南
あ
わ
じ
市
」
に
、
「
徳
島
県
阿
南
市
」
を
「
阿
南
市
」
に
、
「
紀

伊
日
の
御
岬
灯
台
」
を
「
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
」
に
、
「
海
上
自
衛
隊
小
松
島
航
空
隊
」
を
「
海
上
自

衛
隊
小
松
島
航
空
基
地
」
に
、
「
柏
」
を
「
袙
」
に
改
め
る
。



（
平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
十
九
号
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
十
九
号
（
特
定
排
出
水
の
窒
素
含
有
量
に
関
す
る
汚
染
状

態
等
の
計
測
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

要

件

計
測
法

一

指
定
地
域
内
事
業
場
の
規
模
が
零
細
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

告
示
別
記
一
㈢
又
は

㈣
の
計
測
法

二

指
定
地
域
内
事
業
場
に
特
定
排
出
水
の
測
定
場
所
が
数
多
く
存
在

し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
指
定
地
域
内
事
業
場
全
体
の
汚
濁
負
荷
量

の
お
お
む
ね
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
つ
い
て
水
質
自
動
計
測
器
等

を
用
い
て
計
測
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
地
域
内
事
業
場

の
中
で
も
汚
濁
負
荷
量
が
小
さ
い
と
認
め
ら
れ
る
特
定
排
出
水
の
場

合
三

一
部
の
小
規
模
な
生
活
排
水
等
そ
の
汚
染
状
態
が
小
さ
く
、
か
つ

、
そ
の
量
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
定
排
出
水
の
場
合

四

指
定
地
域
内
事
業
場
の
設
置
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
原
因
に
よ
っ
て
総
量
規
制
基
準
の
適
用
と
な
る
日
ま
で
に
所
要
の

測
定
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

五

特
定
排
出
水
の
汚
染
状
態
が
常
に
一
定
で
あ
る
場
合

告
示
別
記
一
㈢
の
計

測
法

六

新
た
に
設
置
若
し
く
は
構
造
等
の
変
更
が
な
さ
れ
た
特
定
施
設
に

係
る
特
定
排
出
水
又
は
新
た
に
設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場
に

係
る
特
定
排
出
水
の
場
合
（
特
定
施
設
の
設
置
若
し
く
は
構
造
等
の

変
更
後
又
は
指
定
地
域
内
事
業
場
の
設
置
後
六
十
日
を
超
え
な
い
期

間
に
限
る
。
）

七

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
排
水
系
統
の
状
況
等
に
照
ら
し

告
示
別
記
一
㈢
又
は

て
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

㈣
の
計
測
法

別
表
第
四
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
及
び
五
の
項
中
「
別
記
一
㈢
」
の
下
に
「
又
は
㈣
」
を
加
え

る
。
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号
（
特
定
排
出
水
の
り
ん
含
有
量
に
関
す
る
汚
染
状

態
等
の
計
測
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

要

件

計
測
法

一

指
定
地
域
内
事
業
場
の
規
模
が
零
細
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

告
示
別
記
一
㈢
又
は

㈣
の
計
測
法

二

指
定
地
域
内
事
業
場
に
特
定
排
出
水
の
測
定
場
所
が
数
多
く
存
在

し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
指
定
地
域
内
事
業
場
全
体
の
汚
濁
負
荷
量

の
お
お
む
ね
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
つ
い
て
水
質
自
動
計
測
器
等

を
用
い
て
計
測
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
地
域
内
事
業
場

の
中
で
も
汚
濁
負
荷
量
が
小
さ
い
と
認
め
ら
れ
る
特
定
排
出
水
の
場

合
三

一
部
の
小
規
模
な
生
活
排
水
等
そ
の
汚
染
状
態
が
小
さ
く
、
か
つ

、
そ
の
量
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
定
排
出
水
の
場
合

四

指
定
地
域
内
事
業
場
の
設
置
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
原
因
に
よ
っ
て
総
量
規
制
基
準
の
適
用
と
な
る
日
ま
で
に
所
要
の

測
定
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

五

特
定
排
出
水
の
汚
染
状
態
が
常
に
一
定
で
あ
る
場
合

告
示
別
記
一
㈢
の
計

測
法

六

新
た
に
設
置
若
し
く
は
構
造
等
の
変
更
が
な
さ
れ
た
特
定
施
設
に

係
る
特
定
排
出
水
又
は
新
た
に
設
置
さ
れ
た
指
定
地
域
内
事
業
場
に

係
る
特
定
排
出
水
の
場
合
（
特
定
施
設
の
設
置
若
し
く
は
構
造
等
の

変
更
後
又
は
指
定
地
域
内
事
業
場
の
設
置
後
六
十
日
を
超
え
な
い
期

間
に
限
る
。
）

七

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
排
水
系
統
の
状
況
等
に
照
ら
し

告
示
別
記
一
㈢
又
は

て
や
む
を
得
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

㈣
の
計
測
法

別
表
第
四
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
及
び
五
の
項
中
「
別
記
一
㈢
」
の
下
に
「
又
は
㈣
」
を
加
え

る
。
（
平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
鳥
獣
の
保
護
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
を
指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。



（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
号
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
号
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

の
規
定
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

表
社
会
医
療
法
人
川
島
会
の
項
中
「
北
佐
古
一
番
町
一
―
三
九
」
を
「
北
佐
古
一
番
町
六
―
一
」
に

改
め
、
同
表
医
療
法
人
三
成
会
の
項
中
「
北
島
田
町
一
丁
目
四
五
―
二
」
を
「
北
島
田
町
一
丁
目
四
六

―
一
一
」
に
改
め
、
同
表
一
般
社
団
法
人
徳
島
県
医
師
会
の
項
中
「
幸
町
三
―
六
一
」
を
「
幸
町
三
丁

目
六
一
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
よ
ん
や
く
の
項
中
「
同

伊
予
郡
砥
部
町
八
倉
八
三
」
を
「
同

南
高
井
町
一
八
二
八
」
に
改
め
、
同
表
南
海
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社
の
項
中
「
和
歌
山
県
和

歌
山
市
」
を
「
和
歌
山
市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


